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今
年
度
よ
り
保
険
税
率
が
上
が
り
ま
し
た

国
保
税
の
納
税
通
知
書
を
お
届
け
し
ま
す

納付

問
住
民
福
祉
課 

住
民
国
保
年
金
係
☎（
２
５
５
）６
８
２
０

国
民
健
康
保
険
税
の
年
税
額
が
確
定
し
ま
し
た
の
で
、
納
税
通
知
書
を
7
月
中

旬
に
お
届
け
し
ま
す
。
届
き
ま
し
た
ら
内
容
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　
国
民
健
康
保
険
税
は
加
入
者
の
人
数
、

所
得
、
資
産
税
額
、
保
険
税
率
を
基
に

計
算
し
て
い
ま
す
。

　
今
年
度
よ
り
安
定
的
な
財
源
確
保
の

た
め
に
、
保
険
税
率
が
上
が
り
ま
し
た

の
で
、
納
税
通
知
書
の
内
容
を
ご
確
認

く
だ
さ
い
。

　
国
民
健
康
保
険
は
、
加
入
者
全
員
の

相
互
扶
助
で
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。
健
全

な
運
営
の
た
め
、
保
険
税
の
期
限
内
納

税
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
保
険
加
入
者
の
皆
さ
ま
に
は
、
ご
負

担
を
お
か
け
し
ま
す
が
、
何
卒
ご
理
解

と
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

発
見
し
た
ら
直
ち
に
通
報
し
て
く
だ
さ
い

「
野
焼
き
」
は
法
律
で
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す

軽自町
で
は
、
次
の
内
容
で
各
種
健
診
を
実
施
し
ま
す
。
お
申
し
込
み
は
ま
だ
間
に

合
い
ま
す
。
年
に
1
度
の
町
の
健
診
を
、
健
康
づ
く
り
に
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
基
本
集
団
健
診
の
7
月
11
日
は
午
前
の
み
と
な
り
ま
す
。

小
型
獣
被
害
に
お
困
り
の
方
へ

申
請
で
小
型
箱
わ
な
に
よ
る
捕
獲
が
可
能

駆除

問
産
業
観
光
課 

農
林
畜
産
係
☎（
２
５
５
）３
１
１
３

小
型
獣
に
よ
る
被
害
を
受
け
て
い
る
場
合
は
、
小
型
箱
わ
な
に
よ
り
小
型
有
害

獣
を
捕
獲
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。

■
条
件
　

　
①
自
ら
農
林
業
を
行
っ
て
い
る
区
域

お
よ
び
住
宅
敷
地
内
（
被
害
を
受
け
て

い
る
ビ
ニ
ー
ル
ハ
ウ
ス
も
含
む
）
で
、
小

型
獣
の
被
害
を
受
け
て
い
る
場
合

　
②
箱
わ
な
は
小
型
軽
量
な
構
造
で
、

1
人
で
運
搬
で
き
る
程
度
の
も
の
と
し

ま
す
。

■
手
続
き
　
必
ず
町
に
鳥
獣
捕
獲
許
可

申
請
書
を
提
出
く
だ
さ
い
。

そ
の
他
、
詳
細
に
つ
い
て
は
農
林
畜
産
係

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

早
期
発
見
で
重
症
化
を
防
ぐ

各
種
健
診
の
お
申
込
み
は
お
済
み
で
す
か
？

健診

問
住
民
福
祉
課 

保
健
予
防
係
☎（
２
５
５
）３
１
１
２

結
核
検
診

■
対
象
者　

65
歳
以
上
の
方

■
受
診
料　

無 

料

■
検
査
内
容　

胸
部
レ
ン
ト
ゲ
ン
撮
影

■
日
程

８
月
２
日
金
　
富
士
里
地
区

８
月
５
日
月
　
古
間
・
柏
原
地
区

８
月
６
日
火
　
野
尻･

柏
原
地
区

８
月
７
日
水
　
全
地
区

※
対
象
各
地
区
内
を
検
診
車
が
巡
回
し
ま
す

■
検
査
機
関　

長
野
県
健
康
づ
く
り
事
業
団

　
お
忘
れ
の
な
い
よ
う
お
受
け
く
だ
さ
い
。

肺
が
ん
検
診

■
対
象
者　

40
歳
～
65
歳
の
方

■
受
診
料　
５
０
０
円

■
検
査
内
容　

胸
部
エ
ッ
ク
ス
線
撮
影

（
医
師
の
二
重
読
影
）

■
日
程
　
８
月
８
日
木
／
８
月
９
日
金

■
会
場
　
総
合
会
館

■
受
付
時
間　

午
前
10
時
～
12
時
／
午
後
１
時
～
３
時

■
検
査
機
関　

長
野
県
健
康
づ
く
り
事
業
団

■
申
込
期
限
　
７
月
30
日
火
ま
で

特
定
健
診
（
信
越
病
院
）

■
対
象
者
　
40
～
74
歳
の
国
保
加
入
者

■
実
施
場
所  

信
越
病
院

■
実
施
日
程　
７
月
１
日
月
～
１
月
24
日
金

（
毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
）

■
料
　
金
　  

１
，
０
０
０
円

■
受
診
方
法  

　
電
話
で
予
約
が
必
要
で
す
。
当
日
は

問
診
票
の
ほ
か
、
保
険
証
、「
特
定
健
診

受
診
券
」
を
必
ず
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

【
結
核
・
肺
が
ん
検
診
の
申
し
込
み
】

問
住
民
福
祉
課 

保
健
予
防
係

☎（
２
５
５
）３
１
１
２

【
特
定
健
診
の
予
約
】

問
信
越
病
院
健
康
管
理
室

☎（
２
５
５
）３
１
０
０(

内
線
１
３
４)

■
基
本
集
団
健
診
の
日
程

７
月
広
報
で
、総
合
会
館
：
７
月
11
日

木
と
記
載
い
た
し
ま
し
た
が
、７
月
11

日
木
は
、
午
前
中
の
み
と
な
り
ま
す

の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

現
在
の
受
給
者
証
は
７
月
31
日
が
有
効
期
限

国
保
高
齢
受
給
者
証
が
更
新
さ
れ
ま
す

国保

問
住
民
福
祉
課 

住
民
国
保
年
金
係
☎（
２
５
５
）６
８
２
０

国
保
加
入
の
70
歳
～
74
歳
の
方
に
交
付
し
て
い
る｢

高
齢
受
給
者
証｣

を
年
に

一
度
更
新
し
て
い
ま
す
。

【平成25年度からの国保税率の改定内容】
区分 改定前 改訂後 用語の説明

医療分

所得割率 6.4％ 6.9％
【用途による区分】
医療分…医療費などの支
払いに充てる税額
後期高齢者支援金分…75
歳以上加入の後期高齢者
医療制度支援のための負
担
介護納付金分…介護保険
運営に要する費用に充て
るもので、40歳以上 65
歳未満の方が対象

【税額算定の区分】
所得割…前年度の世帯の
総所得から基礎控除額
33万円を除いた額に所
得割率をかけ算出
資産割…固定資産税額に
資産割率をかけ算出
均等割…加入者１人当た
りにかかる額
平等割…１世帯当たりに
かかる額

資産割率 4.0％ 4.3％

均等割額 19,000円 20,500円

平等割額 19,000円 20,500円

後期高齢者
支援金分

所得割率 2.0％

据置
資産割率 1.5％

均等割額 6,000円

平等割額 6,000円

介護
納付金分

所得割率 2.0％

据置
資産割率 2.0％

均等割額 7,000円

平等割額 6,000円

全体

所得割率 10.4％ 10.9％

資産割率 7.5％ 7.8％

均等割額 32,000円 33,500円

平等割額 31,000円 32,500円

　
現
在
交
付
さ
れ
て
い
る｢

国
民
健
康

保
険
高
齢
受
給
者
証｣

の
有
効
期
限
は

平
成
25
年
７
月
31
日
で
す
。

　
更
新
後
の
新
し
い
受
給
者
証
を
７
月

末
ま
で
に
郵
送
し
ま
す
の
で
、
８
月
１

日
以
降
に
医
療
機
関
を
受
診
す
る
際
は

新
し
い
受
給
者
証
を
必
ず
提
示
し
て
く

だ
さ
い
。

免
除
等
の
受
付
を
開
始
し
ま
す

国
民
年
金
保
険
料
免
除
等
の
申
請
に
つ
い
て

年金平
成
25
年
度
分
、
国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
等
の
受
付
を
7
月
１
日
か
ら
開

始
し
ま
す
。

　
厚
生
年
金
や
共
済
年
金
に
加
入
し
て

い
た
方
が
退
職
さ
れ
る
と
、
国
民
年
金

へ
の
加
入
手
続
き
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

■
免
除
の
条
件
　
経
済
的
な
理
由
な
ど

で
国
民
年
金
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が

困
難
な
場
合
、
申
請
に
よ
っ
て
保
険
料

の
納
付
が
免
除
さ
れ
る
申
請
免
除
制
度

が
あ
り
ま
す
。

■
審
査
対
象
期
間　

平
成
25
年
7
月
～

平
成
26
年
6
月
分

■
平
成
24
年
度
分
　
平
成
24
年
度
分
、

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
申
請
は
7
月

31
日
水
ま
で
可
能
で
す
の
で
、
お
早
め
に

お
手
続
き
く
だ
さ
い
。

■
そ
の
他
　
免
除
さ
れ
た
期
間
は
、
10

年
以
内
で
あ
れ
ば
、
さ
か
の
ぼ
っ
て
納
め

る
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、
希
望
さ
れ
る

場
合
は
、
住
民
福
祉
課
住
民
国
保
年
金

係
ま
で
、
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
住
民
福
祉
課 

住
民
国
保
年
金
係
☎（
２
５
５
）６
８
２
０

毎
年
、
多
く
の
野
焼
き
に
関
す
る
苦
情
が
寄
せ
ら
れ
、
町
内
で
も
警
察
に
立
件

さ
れ
る
事
案
が
発
生
し
て
い
ま
す
。

環境

問
住
民
福
祉
課
環
境
係　

☎
（
２
５
５
）
５
９
２
４

　

不
法
投
棄
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
☎
０
１
２
０
（
５
３
０
）
３
８
６

　
廃
棄
物
の
野
外
焼
却
は
悪
臭
、
煙
、
ダ
イ
オ
キ

シ
ン
類
の
発
生
な
ど
生
活
環
境
に
支
障
を
生
じ
る

こ
と
か
ら
原
則
禁
止
さ
れ
て
お
り
、
違
反
者
に
は
、

個
人
の
場
合
5
年
以
下
の
懲
役
、
1
千
万
円
以
下

の
罰
金
ま
た
は
こ
の
併
科
。
法
人
の
場
合
は
3
億

円
以
下
の
罰
金
が
科
せ
ら
れ
ま
す
。

　
野
焼
き
は
絶
対
に
や
め
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
例

外
的
に
認
め
ら
れ
て
い
る
、
農
作
業
な
ど
に
伴
う

野
焼
き
を
行
う
場
合
に
も
、
周
辺
地
域
の
生
活
環

境
に
十
分
配
慮
し
て
く
だ
さ
い
。
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